
神栖市遺族会規約 

 

     第１章  総則 

（名称）  

 第１条 本会の名称は、神栖市遺族会という。 

（事務所） 

 第２条 本会の事務所は神栖市社会福祉協議会(以下「社協」という。)内に置く。 

 

     第２章 目的及び事業 

（目的） 

 第３条 本会は、会員相互の親睦を増進し、相互扶助及び福利厚生の途を講じ、生

活の安定、向上を図ることを目的とする。 

（事業）  

 第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）会員相互の親睦促進に関すること。 

（２）遺族援護思想の普及に関すること。 

（３）慰霊法要に関すること。 

（４）諸庁公署及び団体との連絡協調に関すること。 

（５）遺族の身上及び家事相談に関すること。 

（６）生活及び生業の互助更生に関すること。 

（７）会員の処遇改善に関すること。 

（８）その他、本会の目的を達成するために必要なこと。 

 

     第３章 組織 

（会員） 

第５条 本会の会員は、市内に居住する遺族で本会の趣旨に賛同するものをもって

組織する。 

   ２  正会員及び準会員に区分し、前者は恩給法に基づく扶助料の給付を受

けているものであり、後者はそれ以外の会員をいう。 

（加入） 

第６条 本会に加入しようとするものは、届出書(別紙様式１)により会長まで申し

込まなければならない。 



（会費） 

第７条 会員は、次に定める額を納入しなければならない。 

    会員区分       会費 

     正会員    年額 ５，０００円 

     準会員    年額 ２，５００円 

（専門部会） 

第８条 組織の充実、発展を促すため、本会に女性部を設置することができる。 

２  女性部は、次の会員で編成する。 

（１）夫を戦没された方で、戦没者の祭祀を行っている遺族（戦没者の妻） 

（２）本会会員で女性部活動に賛同する者 

 

     第４章 会議 

（総会） 

第９条 総会は、役員、評議員、及び幹事を持って構成し、毎年１回会長が招集し、

会議の議長となる。但し、必要に応じて臨時に開くこともできる。 

２  総会は、次の事項を決議する。 

（１） 規約の制定、改廃に関すること。 

（２） 役員及び評議員の選出 

（３） 会の事業計画と予算及び決算の承認 

（４） その他目的達成に重要なこと 

（評議員会） 

第１０条  評議員会は、役員及び評議員で構成し、必要ある毎に会長が随時招集し

会議の議長となる。 

     ２  評議員会に付議しなければならない事項は、次のとおりである。 

     （１）総会に提出する議案の作成並びに検討 

     （２）その他目的達成に必要なこと 

（会議の成立）  

 第１１条 会議はすべて構成員の過半数の出席を持って成立する。 

（議決） 

 第１２条 会議の議事決定は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 



     第５章  役員等  

（種別） 

 第１３条 本会に役員、評議員及び幹事を置く。 

     ２  役員は、次のとおりとし、会員の中から幹事が選出する。 

     （１） 会長    １名     （２） 副会長     ４名 

     （３） 会計    １名     （４） 会計監査委員  ４名 

     （５） 女性部   ６名以内   （６） 顧問      ２名 

     ３ 評議員は８名以内とし、幹事の互選とする。 

     ４ 幹事は、各地区から推薦された者それぞれ１名を会長が委嘱する。 

（職務） 

 第１４条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。 

     ２ 副会長は会長を助け、事故あるときはその代理をする。 

     ３ 会計は本会の会計を掌る。但し、神栖市社会福祉協議会長の承認を受

けて神栖市社会福祉協議会事務局長に委任することができる。 

     ４ 会計監査委員は、会の会計を監査し、総会に報告する。 

     ５ 幹事は、会員の総意を代弁すると共に、本会の決定事項の円滑な推進

に努める。 

（任期） 

 第１５条 役員等の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。 

     ２ 補欠のため就任した役員等の任期は、前任者の残任期間とする。 

     ３ 役員等が辞任し、又は任期が満了した場合は、あらかじめ後任者が就

任するまでその職務を行うものとする。 

     ４ 幹事が辞任する場合は、あらかじめ後任者の推薦を行わなければなら

ない。但し、事故等で、欠けた場合はこの限りではない。 

 

     第６章  会計 

（経費）  

 第１６条  本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。 

（予算、決算） 

第１７条 本会の収支予算は、原則として年度開始前に総会の議決を得て定め、収

支決算は年度終了後３ケ月以内に会計監査委員の監査を得て総会の認定

に付するものとする。 

（会計年度） 

第１８条 本会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 



     第７章  補則 

（委任）  

第１９条 この規約に定めるもののほか、本会の管理、運営に関して必要な事項は、 

      評議員会で決定する。 

（慶弔規程） 

第２０条 役員が死亡したときは、香料として５，０００円、その配偶者の場合は

香料として３，０００円支給する。 

  ２  正会員が死亡したときは、香料として３，０００円支給する。 

 

（旅費規程） 

第２１条 交通費 私用車での走行距離１㎞×３０円 

日 当 一律２，０００円 

上記の金額は、次の条件を付して支給する。 

① 公用車及び他のものに同乗した場合は、日当のみとする。 

② 交通費が規程より超過した場合は、実費支給とする。 

         県及び郡の各福祉団体主催の会議（大会参加は除く）についても、

当会の旅費規程をもってこれにあてる。 

 

付   則 

    この規約は、平成１７年８月１日から施行する。 

ただし、平成１７年度事業実施においては、神栖町遺族会及び波崎町

遺族会の役員体制をもって運用する。（なお、この但し書きについては平成 

１８年３月３１日をもって効力を失う） 

    平成２０年５月２６日一部改正 


